
 

 

 

 

西東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更(西東京市決定) 

【案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－４ 



 

都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

西東京都市計画防火地域及び準防火地域（東大生態調和農学機構周

辺地区地区計画関連） 

 

２ 理由 

本地区は、西武新宿線田無駅の北約 0.5km に位置し、地区内には、

東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構及び附属

演習林田無演習林（以下「東大生態調和農学機構」という。）がある。 

東大生態調和農学機構のキャンパスの再整備、土地利用転換を伴う

一部敷地の売却及び西東京都市計画道路３・４・９号保谷東村山線（以

下「保谷東村山線」という。）の整備に伴い、市街地環境の変化が想

定され、東大生態調和農学機構の継続的活動とみどり豊かな空間の確

保、保谷東村山線沿道の周辺環境と調和した適切な土地利用の誘導、

土地利用転換が想定される敷地における緑化の推進や周辺の住環境

との調和及び安全な歩行者空間の確保を目的として、平成２７年５月

に、地区計画を決定している。 

東大生態調和農学機構は「西東京市都市計画マスタープラン」にお

いて、みどりとのふれあいや健康づくりの中心地となる「みどりの拠

点」に位置付けられ、豊かな自然に触れあえる拠点として、さらには

食育の場として活用ができるように検討することが示されている。ま

た、本地区の一部並びに周辺は低層住宅地区となっており、良好な住

環境を維持するため敷地規模の維持や緑化の促進を図るとともに、公

共公益施設など、生活の利便性を高めたり、コミュニティの醸成を促

す施設の立地を目指している。 

今回、本地区のうち、新街区Ａ地区、新街区Ｃ地区、新街区Ｄ地区

において、「西東京市都市計画マスタープラン」において示された、

目標とすべき市街地像の実現に向け、適正かつ有効な土地利用の誘導

を図るため、地区計画を変更する。 

 

このようなことから、都市防災上の観点から検討した結果、面積約

0.4ｈａの区域について防火地域及び準防火地域を変更するものであ

る。 



 

西東京都市計画防火地域及び準防火地域の変更（西東京市決定）【案】 

 

都市計画防火地域及び準防火地域を次のように変更する。 

面積欄の（ ）内は変更前を示す。 

種 類 面 積 備 考 

  防火地域 

約   ｈａ 

32.4 

（32.4） 

 

準防火地域 

約   ｈａ 

987.1 

（986.7） 

 

合 計 

約   ｈａ 

1019.5 

（1019.1） 

 

 

「種類、位置及び区域は、計画図表示のとおり」 

 

理 由 

東大生態調和農学機構周辺地区地区計画の変更に伴い、都市防災上の観点から検討した結果、防

火地域及び準防火地域を変更する。 

 

変 更 概 要 

変更箇所 変更前 変更後 面 積 備 考 

西東京市緑町一丁目地内 指定なし 準防火地域 
約  ha  

 0.4  

 





凡　例

変更箇所

変 更 箇 所

西東京都市計画防火地域及び準防火地域  総括図 〔西東京市決定〕 縮尺＝1:10,000


